
事 務 連 絡 
平成 26 年 4 月 25 日 

 
 
各 都道府県 障害保健福祉主管課 御中 
 
 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 
 
 
「「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及

び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項に

ついて」等の一部改正について」の訂正について 
 
 
「「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及

び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項に

ついて」等の一部改正について」（平成 26 年３月 31 日障発 0331 第 51 号）において、下記のとおり誤

りがありましたので、訂正いたします。 
 

記 
 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び

基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項につ

いて（平成 18 年 10 月 31 日障発第 1031001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）正誤表 
正 誤（現行） 

第二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービス等及び基準該当障害福祉サービスに要

する費用の額の算定に関する基準別表介護給

付費等単位数表（平成 18 年厚生労働省告示第

523 号。以下「報酬告示」という。）に関する事

項 

２．介護給付費 

⑶ 同行援護サービス費 

① 同行援護の対象者について 

㈠ 身体介護を伴う場合 

区分２以上に該当し、543 号告示に定め

第二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービス等及び基準該当障害福祉サービスに要

する費用の額の算定に関する基準別表介護給

付費等単位数表（平成 18 年厚生労働省告示第

523 号。以下「報酬告示」という。）に関する事

項 

２．介護給付費 

⑶ 同行援護サービス費 

① 同行援護の対象者について 

㈠ 身体介護を伴う場合 

区分２以上に該当し、543 号告示に定め



る別表第一に掲げる調査項目の項の各欄

の区分に応じ、それぞれの調査項目に係る

利用者の状況をそれぞれ同表の０点の項

から２点の項までに当てはめて算出した

点数のうち、移動障害の欄に係る点数が１

点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に

係る点数のいずれかが１点以上に該当す

る者であって、区分省令別表第一における

調査項目のうち、「歩行」にあっては「全

面的な支援が必要」に認定されている者又

は「移乗」、「移動」、「排尿」、「排便」のい

ずれかが「支援が不要」以外に認定されて

いる者 

る別表第一に掲げる調査項目の項の各欄

の区分に応じ、それぞれの調査項目に係る

利用者の状況をそれぞれ同表の０点の項

から２点の項までに当てはめて算出した

点数のうち、移動障害の欄に係る点数が１

点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に

係る点数のいずれかが１点以上に該当す

る者であって、区分省令別表第一における

調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「移動」、

「排尿」、「排便」のいずれかが「支援が不

要」以外に認定されている者 

 


